
令和７年度　防犯灯申請一覧

番号 電柱番号 申請場所 備考

1 宮東支2/23 宮東５９６

2 西原支27 西原５８４－１
東電プレートあり
破損し判別不可

3 学園9 本田３－２－２４

4 なし 中央２－１１－１０

5 北宮代130 中央３－１－１７

6 砂河原77 国納１２９－２

7 砂河原109 国納１１０－２

8 和戸２１０３－３８４

9 和戸４－９－２４



番号 電柱番号 申請場所 備考

1 宮東支2/23 宮東５９６
2 西原支27 西原５８４－１
3 学園9 本田３－２－２４
4 なし 中央２－１１－１０
5 北宮代130 中央３－１－１７
6 砂河原77 国納１２９－２
7 砂河原109 国納１１０－２
8 和戸２１０３－３８４
9 和戸４－９－２４



申請位置図及び現場周辺状況

申 請 番 号 1

道 路 種 別 町道

申 請 場 所 宮東５９６

電 柱 番 号 宮東支2/23

通 学 路 指 定 あり

【現場の様子】
・ No 40-057（50ｍ）
・ No 40-065（92ｍ）
・申請場所は防犯灯に代わる灯

り無し。
・周辺の防犯灯から遠く、灯りが

届かない。
・道路は町道22号線でくの字の
ため見通し悪い。

【区長コメント】
・申請場隣家で車のガラスが割ら

れる犯罪あり。
・申請場所の道路は真っ暗。

40-057

50ｍ

⇒申請場所

⇒既設防犯灯

92ｍ

40-065

申請箇所



申請位置図及び現場周辺状況

申 請 番 号 2

道 路 種 別 町道

申 請 場 所 西原５８４－１

電 柱 番 号 西原支27

通 学 路 指 定 あり

31-040

31-038

59ｍ

77ｍ

【現場の様子】
・ No 31-038（77ｍ）
・ No 31-040（59ｍ）
・申請場所は防犯灯に代わる灯

り無し。
・周辺の防犯灯から遠く、灯りが

届かない。
・道路は町道47号線で直線。

【区長コメント】
・特になし。

⇒申請場所

⇒既設防犯灯

申請箇所



申請位置図及び現場周辺状況

申 請 番 号 3

道 路 種 別 町道

申 請 場 所 本田３－２－２４

電 柱 番 号 学園9

通 学 路 指 定 あり

22-015

43ｍ

22-080 30ｍ

【現場の様子】
・ No 22-015（43ｍ）
・ No 22-080（30ｍ）
・申請場所は防犯灯に代わる灯

り無し。
・既設防犯灯No22-015は向きが

異なり申請場所に光が差さない。
・隣接する防犯灯の隙間となる所。
・道路は町道80号線で直線。

【区長コメント】
・審議の結果、申請場所「★」への

新設が不可となった場合、既設
防犯灯No22-080を申請場所へ
移設することを希望するので、
移設の事も含めて審議していた
だきたい。

⇒申請場所

⇒既設防犯灯

22-081

申請箇所



申請位置図及び現場周辺状況

申 請 番 号 4

道 路 種 別 町道

申 請 場 所 中央２－１１－１０

電 柱 番 号 なし

通 学 路 指 定 なし

23-197

45ｍ

⇒申請場所

⇒既設防犯灯

23-101

【現場の様子】
・ No 23-197（45ｍ）
・申請場所は防犯灯に代わる灯

り無し。
・既設防犯灯No23-197は距離が

あり、光が届かない。
・既設防犯灯No23-101は向きが

異なり申請場所に光が差さない。
・申請場所の道路は延長が短く、

交差点に挟まれている。その両
交差点にも照明灯が無い。

・道路は町道95号線で直線。

【区長コメント】
・当該道路区間に灯りが無く、周辺

の防犯灯とは距離がある。その
ため申請場所が暗く危険である。

申請箇所



申請位置図及び現場周辺状況

申 請 番 号 5

道 路 種 別 町道

申 請 場 所 中央３－１－１７

電 柱 番 号 北宮代130

通 学 路 指 定 あり

20ｍ

38-046

⇒申請場所

⇒既設防犯灯

24ｍ

23-049

38ｍ23-114

【現場の様子】
・ No 23-049（24ｍ）
・ No 23-114（38ｍ）
・申請場所の前に店舗はあるが、

閉店時に消灯するので暗くなる。
・駅の直近で住宅地のため通行人

も多い。
・隣接する防犯灯の隙間となる所。
・道路は町道78号線で直線。

【区長コメント】
・申請場所の周辺は駐車場が多く

車の往来がある。夜間は暗く、歩
行者もあるため、事故が起きや
すい。

申請箇所



通 学 路 指 定 なし

道 路 種 別 町道

申請位置図及び現場周辺状況

申 請 番 号 6

申 請 場 所 国納１２９－２

電 柱 番 号 砂河原77

⇒申請場所

⇒既設防犯灯

10-143

10-144

【現場の様子】
・当該道路に防犯灯は無し。また、

防犯灯に代わる灯も無し。
・既設防犯灯No10-143、No10-144
は道路が異なり、申請場所に光
が差さない。

・申請場所の周辺は新築が多く、
人が増えはじめている。

・不審者が出る情報あり。
・駅の近くであるが、開かれていな

いため暗い。
・須賀中の生徒が、日が暮れても

近くを通る（部活帰りなど）ため、
申請場所はうっそうとしており、
暗いと不審者に連れ込まれる。

・道路は町道1437号線で直線。

【区長コメント】
・特になし。

申請箇所



申請位置図及び現場周辺状況

申 請 番 号 7

道 路 種 別 町道

申 請 場 所 国納１１０－２

電 柱 番 号 砂河原109

通 学 路 指 定 なし

10-158

41ｍ

【現場の様子】
・ No 10-158（41ｍ）
・申請場所は防犯灯に代わる灯

り無し。
・既設防犯灯No10-158は距離が

あり、光が届かない。

・申請場所の周辺は新築が多く、

人が増えはじめている。

・不審者が出る情報あり。

・駅の近くであるが、開かれていな

いため暗い。
・道路は町道706-1号線で直線。

【区長コメント】
・当該道路区間に灯りが無く、周辺

の防犯灯とは距離がある。その
ため申請場所が暗く危険である。

⇒申請場所

⇒既設防犯灯

申請箇所



通 学 路 指 定 なし

道 路 種 別 町道

申請位置図及び現場周辺状況

申 請 番 号 8

申 請 場 所 和戸２１０３－３８４

電 柱 番 号 0

【現場の様子】
・ No 3-009（20ｍ）
・申請場所は防犯灯に代わる灯

り無し。
・公園照明灯はあるが、閉園時に

消灯するので暗くなる。

・隣接する防犯灯の隙間となる所。

・木々がうっそうとして暗い。

・電柱が無く支柱が必要。
・道路は町道675号線で角地。

【区長コメント】
・遊歩道や運動公園に抜けられる

ため夜間も通行人がある。
・運動公園の照明は深夜消灯する

ので辺りは真っ暗になる。
・付近に不法投棄２件の事件あり。
・昨年１１月に近くの自治会会の室

外機が盗難される事件あり。
・通行人が襲われたり、不法投棄

などの犯罪が懸念される。

総合運動公園

3-009

30ｍ

⇒申請場所

⇒既設防犯灯

⇒公園照明灯

20ｍ

申請箇所



通 学 路 指 定 なし

道 路 種 別 町道

申請位置図及び現場周辺状況

申 請 番 号 9

申 請 場 所 和戸４－９－２４

電 柱 番 号 0

⇒申請場所

⇒既設防犯灯

40ｍ

11-005
11-050

11-004

【現場の様子】
・ No 11-005（40ｍ）
・申請場所は防犯灯に代わる灯

り無し。

・既設防犯灯No11-004、No11-059

は向きが異なり申請場所に光が

差さない。

・電柱が無く支柱が必要。

・住宅地で人通りあり。
・道路は町道720-2号線で直線。

【区長コメント】
・申請場所の周辺に3箇所防犯灯
があるが、申請場所を照らす灯り
が無く、犯罪や事故の発生する
恐れがある。

申請箇所


